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（
法
務
委
員
会
）

商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
七
七
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
株
式
会
社
等
の
経
営
手
段
の
多
様
化
及
び
経
営
の
合
理
化
を
図
る
た
め
、
委
員
会
等
設
置
会
社
制
度
、
重
要

財
産
委
員
会
制
度
、
種
類
株
主
に
よ
る
取
締
役
等
の
選
解
任
制
度
及
び
株
券
喪
失
登
録
制
度
を
創
設
し
、
現
物
出
資
等
の
際
の

財
産
価
格
証
明
制
度
を
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
の
定
足
数
を
緩
和
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
委
員
会
等
設
置
会
社
制
度
の
創
設

１

メ
ン
バ
ー
の
過
半
数
を
社
外
取
締
役
と
す
る
指
名
委
員
会
、
監
査
委
員
会
及
び
報
酬
委
員
会
の
三
委
員
会
と
、
業
務
執

行
を
担
当
す
る
執
行
役
を
置
き
、
監
査
役
を
置
か
な
い
と
い
う
米
国
型
の
機
関
制
度
で
あ
る
委
員
会
等
設
置
会
社
制
度
を

創
設
す
る
。

２

大
規
模
会
社
は
、
監
督
と
執
行
と
を
分
離
し
た
１
の
委
員
会
等
設
置
会
社
制
度
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

委
員
会
等
設
置
会
社
の
取
締
役
会
は
、
執
行
役
に
対
し
、
業
務
決
定
権
限
を
大
幅
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
、
重
要
財
産
委
員
会
制
度
の
創
設
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１

従
来
型
の
大
規
模
会
社
が
社
外
取
締
役
を
選
任
し
た
場
合
に
は
、
取
締
役
会
の
中
に
、
取
締
役
三
人
以
上
で
組
織
す
る

「
重
要
財
産
委
員
会
」
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

取
締
役
会
は
、
重
要
財
産
委
員
会
に
対
し
、
重
要
な
財
産
の
処
分
や
多
額
の
借
財
等
の
決
定
権
限
を
委
任
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

三
、
株
主
総
会
の
特
別
決
議
の
定
足
数
の
緩
和

定
款
変
更
等
の
場
合
に
必
要
と
な
る
株
主
総
会
の
特
別
決
議
の
定
足
数
の
下
限
を
、
定
款
の
定
め
に
よ
り
、
現
行
の
議
決

権
総
数
の
過
半
数
か
ら
三
分
の
一
ま
で
緩
和
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四
、
種
類
株
主
に
よ
る
取
締
役
等
の
選
解
任
制
度
の
創
設

株
式
の
譲
渡
に
つ
き
取
締
役
会
の
承
認
を
要
す
る
旨
の
定
款
の
定
め
が
あ
る
会
社
は
、
種
類
株
主
総
会
に
お
け
る
取
締
役

又
は
監
査
役
の
選
解
任
に
つ
い
て
内
容
の
異
な
る
種
類
株
式
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
株
券
喪
失
登
録
制
度
の
創
設

１

株
券
を
喪
失
し
た
株
主
が
発
行
会
社
に
喪
失
登
録
を
す
る
制
度
を
創
設
し
、
喪
失
株
券
の
再
発
行
の
た
め
の
手
続
を
整

備
す
る
。
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２

株
券
喪
失
登
録
者
は
、
裁
判
所
に
対
し
、
公
示
催
告
・
除
権
判
決
手
続
を
申
し
立
て
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

六
、
現
物
出
資
等
の
財
産
価
格
証
明
制
度
の
拡
充

現
物
出
資
等
の
際
の
検
査
役
調
査
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
弁
護
士
等
の
専
門
家
に
よ
る
財
産
価
格
の
証
明
制
度
を
拡
充

す
る
。

七
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


